
　避難所は今大きな問題を抱えている。災害が発生すると避難所が開設され、避難者が集まる。しかし長期

化する避難生活の中で、多くの人は避難所や待機所をたらい回しにされる。この背景には避難所の狭隘化

や施設の業務回復に伴う避難所の解消・集約、仮設住宅の敷地確保の難航等が挙げられる。たらい回しに

よる環境の変化は被災者間に生まれたコミュニティを破壊し、引きこもりや孤独死を引き起こす。　

　東京で巨大地震が起こった場合、避難所の狭隘化はもっとも深刻な問題である。さらに大量の仮設住宅を

建設する敷地も無い。では公共施設や公園内にあらかじめ避難所としての機能や、仮設住宅建設用地を組

み込むべきではないだろうか。本研究では避難所と仮設住宅の機能を有した可変的な公共施設を設計・提

案する。

避難所と応急仮設住宅の機能を有した公共施設の提案

　本提案は世田谷区代田にある梅丘図書館及

び羽根木公園に、災害時の避難所と仮設住宅

の機能をあらかじめ組み込んだものである。普

段は区立図書館及び公園として地域住民に親し

まれるが、災害が発生すると施設全体が収容避

難所及び広域避難場所（一時集合所）として変

化し、その後仮設住宅としての利用に移行する。

1.コンセプト ■Entrance ■Computer room ■Terrace① ■Terrace②

平常時　1/1000 地下1階平面図

平常時　1/1000 1階平面図

平常時　1/1000 2階平面図

平常時　1/1000 3階平面図

平常時　1/1000 断面図

所在地：世田谷区代田

用途：図書館・公園

構造：S造（一部RC造）

階数：地下1階,地上3階
敷地面積：79,650.71㎡
建築面積：7,800㎡



研究フロー・設計手法

公園の自然を保つ為

既存通路軸に設定

軸線に囲われた空間

内にコミュニティを配置

①軸の検討 ③コミュニティの検討 ④公園の形状の検討 ⑤図書館の検討

①対象敷地

ⅰ)梅丘図書館

老朽化に伴う改築 工

事が予定されている。

ⅱ)羽根木公園

梅林が有名であり、

毎年梅まつりが開か

れる。

周辺地図

②周辺環境

　本提案の避難対象エリアは、羽根木公園の広域避難場

所としての避難対象エリアを参酌し決定した。

　本提案施設の避難者受入人数を検討するにあたり、エ

リア内にある3つの既存避難所の避難者溢れ率を計算し、

必要な収容能力を検討した。結果、本提案施設では発災

直後に1,500人の避難者を収容することした。

提案敷地

可変性を実現する仕組み　

本提案施設では可変性を実現する仕組みとして、仮設住

宅建設用の建材（パーツ）を用いた空間の提案を行う。災

害が発生した際、スムーズ且つ柔軟に空間を変化させる

必要がある。そのため仮設空間建設に必要なパーツを規

格化し、素人でも施工が可能となるよう設計した。また規格

化されたパーツは様々な形に組み替える事が可能であり、

平常時からベンチや装飾として図書館内で活用できる。

1.　マットを敷く

2.　４ｍ間隔で柱を設置

3.　壁を建設

4.　完成

木材壁パーツ①

10個
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24個
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表　避難所の問題と避難者の要求

①避難者受入対象エリア：代田3，4丁目、梅丘1丁目、松原5，6丁目

②対象エリア内の人口：22,223人

③既存指定避難所数：3カ所（代田小学校、松原小学校、梅丘中学校）

1.対象エリアの決定・条件の整理

①想定避難者数：6,000人

②想定避難所生活者数：4,000人

（世田谷区内において発生する避難者の割合を人口の18％、避難所

生活者の割合を人口の27％として計算）

2.対象エリア内の想定避難者数の算定

①代田小学校避難所

溢れ率：197％ ※
          （131％）

3.対象エリア内の既存指定避難所における避難者の溢れ率を計算

②松原小学校避難所

溢れ率：179％
          （119％）

③梅丘中学校避難所

溢れ率：120％
          （80％）

※上段は避難者数、下段は避難所生活者数

①本提案施設の収容避難者数：1,500人（想定数の4分の1）

②本提案施設の収容避難所生活者数：1,000人（総定数の4分の1)

　＝対象エリア内における避難所の狭隘化が軽減されると予想

4.本提案施設における避難者及び避難所生活者の収容人数を検討

1.過去の震災で避難所として使用された施設の調査

①小中学校等の教育施設は避難所との共存が難しい

ため、長期の避難生活には適さない。

②公園や広場は日常業務の回復が問題とならないが、

温熱環境が整っていないという点などの問題がある。

A. 日常業務の停止が比較的問題とならない文化施設

内に避難所の機能を組み込んではどうか？

2.過去の震災で発生した避難所の問題と要求の調査

①発災直後はライフラインやスペース、食料や物資、

体調面の問題など、様々な問題が発生する。

②発災から1週間ほど経つと、プライバシーに関する要

求やセキュリティの問題などが目立つようになる。

A. 日々変化する外的環境や避難所内における問題に

対応するべく、可変的な施設を提案する。

3.可変的施設の変化の段階の決定と設計・運営方針の検討

①環境の変化を考慮し、発災から3日間を「第1段階」、

4日目～1週間後を「第2段階」、1週間後～1ヶ月後を

「第3段階、1ヶ月後～2年後を「第4段階」と設定した。

②それぞれの段階ごとの設計条件と施設の運営方針

を検討した。（表1）

時系列

4.提案敷地の決定、敷地条件・周辺環境調査

①対象敷地及び提案のベースを世田谷区代田にある

「羽根木公園」及び「梅丘図書館」に決定した。

②避難者受入対象エリア内の被害想定を行った。

③周辺環境の調査を行った。

A. 対象エリア内にある3カ所の指定避難所のうち、2カ

所の避難所で想定避難所生活者数が収容能力を上

回っていることが明らかになった。

5.避難所と仮設住宅の機能をもつ公共施設の提案を行う

軸線を中心に仮設住

宅の配置を検討

②仮設配置の検討

仮設建設部分を二段

構成の空間にする。

軸の延長線上に図書

館を配置。
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仮設住宅　断面図 パーツ設置位置（平常時）



本施設は災害が発生すると避難所へと変化し、その後応急仮設住宅としての利用へと転換する。避難所及び応急仮設住宅としての利用

避難所運営本部発足

施設内の安全確認

身の安全を守る

施設運営者 避難者

屋外広場へ移動・待機

避難者名簿の作成

スペースの整備

・就寝スペースの整備

・マンホールトイレの整備

・炊き出しスペースの整備

・ペットスペースの整備

・物の転倒や散乱の状況確認

・書庫のシャッターを閉める

総務班、被災者管理班、情報・

広報班、食料・物資班、施設管

理班、保健・衛生班、ボランティ

ア班

避難所の受付へ行く

食料・物資の用意

災害用備蓄の準備・分配

受援体制の整備

就寝スペースの開放

高齢者専用スペース

乳幼児専用スペース

女性専用スペース

その他

就寝スペースへ移動

・配給を受け取る

帰宅

屋外広場へ移動・待機

（自宅が無事な場合）

災害発生
日

日
目

第

一

段

階
三

当

災害発生後の施設利用に関するフロー

仮設浴室の建設

仮設空間の拡張

グループを作成

仮設トイレ（建物）の建設

仮設空間を建設することで

就寝スペースを拡張

施設北側（樹木広場部分）に架

設浴室を設置、避難者が順番

に入れるよう制度決定を行う

発災四日目以降

週

間

後

第

二

段

階一

日
目

四

マンホールトイレ内を囲うように

仮設建物としてのトイレを建設

係を決定する

・1グループ当たり40人前後

 のグループを作成

・リーダーを選出する

ボランティア到着（目安）

役割分担を行う

医療スタッフ到着（目安)

インフルエンザ対策室設置

（流行期の場合）

救援物資到着（目安)

・清掃係

・食料・物資係　等

・グループ内ルール作成

浴室の使用が開始される

・一人当たり15分～20分まで

・一度に10人（男女別）まで

就寝スペース再割当

発災一週間後以降

ヶ
月

後

第

三

段

階

一

自宅が全

半壊してい

る場合避難所名簿再作成

簡易間仕切り配布・設置

各エリアに集会スペース整備

専用就寝スペースの確保

・基本的に世帯ごとにスペー

 スを割り当てる

・単身世帯はスペースをシェ

 アする場合あり

週

間

後

一

自宅が滞

在が可能

な場合

帰宅

共有スペース

における昼間

の滞在は可能

就寝スペース再割当

自宅での生活が可能な避難

者に夜間の帰宅を促す

プライバシー・セキュリティの

強化

仮設住宅のレイアウト検討 徐々に仮設住宅の建設を

開始する

仮設住宅（住居スペース）割当

発災一カ月後以降

年

後

第

四

段

階

二

親戚・知人

宅等に頼

る事が可

能な場合
仮設住宅入居者名簿再作成

仮設住宅ルール作成

仮設住宅入居

世帯特性ごとにコミュニティ

を割り当てられる

親戚・知人

宅に頼る

事が困難

な場合

退居

親戚・知人宅に身を寄せる

事が可能な避難者に退居を

促す

仮設住宅入居者の自主運営

が可能となるよう制度化

入居者同士で交流を図る

仮設住宅（住居スペース）割当

仮設住宅コミュニティ作成

引き篭もり、孤独死等を防ぐ

ため交流の場を設ける

青空図書館の設置

公園内に読書をすることがで

きるスペースを設ける

共有スペースの充実

仮設住宅の減少に伴い、共

有スペースを増加させ、入居

者同士の交流を促す

引き篭もり、孤独死等防止

生活再建を図る

仮設住宅解消
図書館及び公園としての利用へ移行

ヶ
月

後

一

年

後

一

　災害が発生した後、避難所や一時集合所、広域避

難場所としてできるだけ多くの人を受け入れ、人命

を保護することを目的とする。激しい余震が収まるま

での間、避難者に安全な場所を提供し、多くの人が

身を寄せ安全を確かめ合える空間を提供する。

　避難所として自宅が全半壊した人を保護し、体を

安らげることが可能となる空間を提供する。仮設浴

室の設置や就寝スペースの拡張など、避難所として

の生活環境を整えることによって、被災者の避難疲

れを軽減する。

　発災一週間後には余震が落ち着くと予想される。

そのため、広域避難場所や一時集合所としての役

割を解消し、避難所生活者の数を抑える。避難所の

メンバーを安定させることによって、避難者のセキュ

リティやプライバシーを確保する。

　避難所としての役割を解消し、仮設住宅としての利

用へと転換する。被災者が世帯ごとに自立した生活

を送りつつ、住民同士で交流を図れるようコミュニ

ティの形成を促す。居住者の減少に伴い、徐々に集

会室やカフェ等の共有スペースを充実させる。

発災当日 4日後 1週間後 1ヶ月後

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階



収容人数：

役割：

必要スペース：

第1段階

（発災当日～3日間）

第2段階

（発災4日後～1週間後）

第3段階

（発災1週間後～1ヶ月後）
第4段階

（発災1ヶ月後～2年後）

1,500人

収容避難所、広域避難場所、一時集合所

運営本部、受付、救護室、インフルエンザ

対策室、炊き出しスペース、配給スペース、

就寝スペース、集会スペース、荷捌きス

ペース、仮設トイレ

物資の不足

スペースの不足、ライフラインの停止、体調

の悪化、プライバシーの問題、セキュリティ

の低下

解決する問題：

保留とする問題：

収容人数：

役割：

必要スペース：

1,000人

収容避難所

運営本部、受付、救護室、インフルエンザ

対策室、炊き出しスペース、配給スペース、

就寝スペース、集会スペース、荷捌きス

ペース、仮設トイレ

物資の不足、スペースの不足、体調の悪化

ライフラインの停止、プライバシーの問題、

セキュリティの低下

解決する問題：

保留とする問題：

収容人数：

役割：

必要スペース：

670人

収容避難所

必要なスペース：運営本部、受付、救護室、

インフルエンザ対策室、炊き出しスペース、

配給スペース、就寝スペース、集会スペー

ス、荷捌きスペース、仮設トイレ、ボランティ

ア控室、浴室

スペースの不足、体調の悪化、プライバ

シーの問題、セキュリティの低下、物資の

不足、

ライフラインの停止

解決する問題：

保留とする問題：

収容人数：

役割：

必要スペース：

500人

仮設住宅

受付、住居スペース、集会室、集会スペー

ス、インターネットコーナー、カフェコー

ナー、書架スペース

物資の不足、スペースの不足、体調の悪

化、ライフラインの停止、プライバシーの問

題、セキュリティの低下

なし保留とする問題：

解決する問題：

　第1段階では、図書館から避難所へと変化する。例えば図書

館の事務室として使用されていたスペースは運営本部に、貸

出・レファレンスカウンターとして使用されていたスペースは避

難所の受付に変化するなど、各スペースが避難所としての仕

様に転換する。書架は安全確認後、就寝スペースとして開放さ

れ、屋外広場は多くの避難者が身を寄せる空間となる。

　第2段階では、避難者に体を安らげる空間を提供することを目

標としている。そのため公園内に仮設空間を建設し、就寝ス

ペースを拡張する。また、仮設浴室を設置し、避難者が順番に

入浴できるよう環境を整える。第1段階まではテントを被せるの

みだった簡易的なマンホールトイレも、徐々に強固な仮設空間

を建設し、プライバシーの守られた空間へと変化させる。

　第3段階には、余震が多少落ち着くと考えられる。そのため広

域避難場所や一時集合所としての役割を解消し、避難所内で

寝泊まりするメンバーを安定させる。避難者一人一人の占有

空間を少し充実させ、プライバシーの確保された空間を提供す

る。

　第4段階では、これまで避難所として使用されていた施設が、

仮設住宅としての利用へと転換する。第3段階までは簡易的な

仕切りだった壁も、厚い壁へと変化し、プライバシーの守られ

た“個の空間”へと変化する。仮設住宅居住者の減少に伴い、

徐々に共有スペースを充実させる。発災2年後には仮設住宅

の利用を解消し、再び図書館及び公園としての利用に戻る。

災害後の施設の変化

第1段階　就寝スペース　平面図（一部）

※仮設パーツ設置位置は赤色で示す
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